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アルゼンチン当局、非居住者
のキャピタルゲイン課税制度
を導入
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トは、下記サイトからご覧になれます。
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/
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2018年4月12日、アルゼンチン当局は、非居住者投資家がキャピタルゲイン及び
利子に係る所得税を支払う制度を導入する、一般決議第4227/2018号（以下「同
決議」）を官報にて公表しました。

同決議は2018年4月26日より発効されますが、2018年1月1日から4月25日まで
に行われた課税対象取引については、納税者番号（CUIT番号）に応じて、6月11日
から13日の間に源泉税を納付する必要があります。

同決議で取り上げられている事項は、以下の通りです。

• 税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が、アルゼンチンの 
銀行の定期預金、LEBACs（アルゼンチン中央銀行債券）への投資及びその他
の特定の投資から得る利子

• 税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が得るキャピタル 
ゲイン

• 「非協力的」管轄地域に所在する投資家

• 税制改革（法律第27,430号）の施行前に行われた取引に係るキャピタル 
ゲイン税の支払い

• 税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が、アルゼンチンの銀
行の定期預金、LEBACsへの投資及びその他の特定の投資から得る利子

調整条項（インフレ調整条項等）が付されていないアルゼンチンペソ建て投資に
は、5%の源泉税率が適用されます。調整条項が付されているアルゼンチンペソ 
建て投資もしくは外貨建て投資には、15%の源泉税率が適用されます。
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一般に、中央銀行もしくは同等の国家機関の監督下にある 
銀行として認可されている外国人投資家、並びにアルゼンチン
中央銀行の監督下にある銀行として認可されている国内の借
手は、投資所得の43%のみがアルゼンチン源泉の所得として
みなされます。したがって、実効税率はそれぞれ、2.15%（43%ｘ
5%）、6.45%（43%ｘ15%）となります。

源泉徴収義務者は、以下のように定められています。

• アルゼンチンの銀行の定期預金から生じる利子について
は、アルゼンチンの銀行

• LEBACs（アルゼンチン中央銀行債券）については、当該有
価証券の保管を行う法人

• 譲渡可能負債証券、特定のコモン・インベストメント・ファンド
（アルゼンチン独自のファンド）、金融信託や同様の契約に
おける債務に対する権利、債券及びその他の特定の投資か
ら生じる利子を支払う者

• コモン・インベストメント・ファンドに投資する場合は、 
受託会社もしくは統合型募集・販売代理店（Agente de  
Colocación y Distribución Integral： ACDI）

税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が 
得るキャピタルゲイン 

特定のコモン・インベストメント・ファンドや金融信託を含め、
株式もしくはその他の資本参加から生じるキャピタルゲ
インには、15%の源泉税率が適用されます。一方、負債証券
（LEBACs、譲渡可能負債証券、債券等を含む）の場合、調整条
項が付されていないアルゼンチンペソ建て投資から生じるキャ
ピタルゲインには5%の源泉税率が適用され、調整条項が付さ
れているアルゼンチンペソ建て投資もしくは外貨建て投資から
生じるキャピタルゲインには15%の源泉税率が適用されます。

証券売却から生じる課税対象純利益は、取得額の90%相当額 
（純利益推定額アプローチ）、あるいは所得税法の規定に 
従って算出された実際の純利益（純利益実額アプローチ）にな
ります。

課税対象純利益を算出するに当たり、利益の受益者が純利益
実額アプローチを選択する場合、受益者は、源泉徴収義務者も
しくは指名したアルゼンチンの法定代理人に純利益実額アプ
ローチを選択する旨を報告することが義務付けられています。
また受益者は、当該有価証券の取得とその後の売却の事実、並
びに税務上の取得原価の計算を証明する書類を提出しなけれ
ばなりません。源泉徴収義務者及び法定代理人は当該書類に
加え、源泉徴収する税額の計算を裏付ける作業書類を保存し、
公共歳入連邦管理庁（AFIP）が閲覧できるようにする必要があ
ります。

同決議で定められた源泉税の納付者は、以下の通りです。

• 取得者がアルゼンチン居住者である場合、当該取得者が源
泉税を納付する義務を負います。ただし、以下の場合を除き
ます。

• コモン・インベストメント・ファンドに参加する場合は、 
受託会社もしくは統合型募集・販売代理店（Agente de  
Colocación y Distribución Integral： ACDI）が源泉税
を納付します。

• LEBACs及びその他のアルゼンチン証券委員会の承認
に基づく公募により発行された特定の有価証券の場合
は、当該証券の保管を行う法人が源泉税を納付します。

• 取得者が国外居住者である場合は、売手が正式に指名した
アルゼンチンの法定代理人が納税を行います。法定代理人
が指名されていない場合は、国外の売手が国際銀行送金に
より納税を行います。

納税方法については、以下のように定められています。

• アルゼンチン居住の源泉徴収義務者もしくは指名されたア
ルゼンチンの法定代理人による納税の場合、居住者が源泉
徴収した所得税の送金に用いる一般的な方法（SIREとして
知られています）により行う必要があります。

• 国外受益者が納税を行う場合、米ドルもしくはユーロで国
際銀行送金により、取引日から10営業日の午前12時（アル 
ゼンチン時間）までに納付しなければなりません。

国際銀行送金の場合、送金額は、支払の前日時点での為替レー
トを用いて計算します。同決議では、送金が有効とみなされる
要件が定められています。例えば、送金には、株式（もしくはそ
の他の参加持分）が譲渡されるアルゼンチン法人のCUIT番号
を含めなければなりません。

「非協力的」管轄地域に所在する投資家

同決議では、国外受益者が税務上「非協力的」とみなされる管
轄地域に所在する場合、又はファンドが「非協力的」とみなされ
る管轄地域から資金提供を受けている場合、純利益推定額の
35%に相当する金額を源泉徴収するとしています。

税制改革（法律第27,430号）施行前に行われた取引に係る 
キャピタルゲイン税の支払い

国外受益者が法律第27,430号の施行前に行った投資取引に
係るキャピタルゲイン税は、CUIT番号に応じて、6月11日から
13日の間に納付することとなります。
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キャピタルゲイン税の納付方法については、以下のように定め
られています。

• 以下に該当する場合は、居住者が源泉徴収した所得税の 
送金に用いる一般的な方法により納付します。

• 取得者がアルゼンチン居住者であり、証券取引市場を 
通じて取引が行われなかった場合

• 証券取引市場を通じて取引が行われたが、決済代行機
関が源泉徴収を行い税務当局に送金しなかった場合

• 国外の取得者が証券取引市場を通じて取引を行わなかった
場合は、前述した国際銀行送金により納付します。

アルゼンチンで事業を行う企業やアルゼンチンに投資する 
様々な利害関係者は、今回の追加規制の影響を検討し、アル 
ゼンチンにおける現在及び将来の投資や事業に対する影響を
評価する必要があります。
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